
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令概要 

Ⅰ 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の改正 

投資法人が資産を主として不動産等資産に対する投資として運用することを目的

とする場合はその旨を規約に記載することとされているが、不動産等資産に再生可能

エネルギー発電設備及び公共施設等運営権を追加する。（第 105 条） 

Ⅱ 投資信託財産の計算に関する規則の改正 

投資信託及び投資法人に関する法律施行令において投資信託及び投資法人が主と

して投資対象とすることができる資産である特定資産に再生可能エネルギー発電設

備及び公共施設等運営権を追加する改正（以下「投信法施行令改正」）に伴い、損益

及び剰余金計算書に表示する項目として、再生可能エネルギー発電設備の賃貸収入や

公共施設等運営権の売却損益等を追加する等投資信託財産の計算に関する事項につ

いて定める。（第 46 条、第 55 条の７、第 57 条、第 58 条、63 条） 

Ⅲ 投資法人の計算に関する規則の改正 

投信法施行令改正に伴い、損益計算書に表示する項目として、再生可能エネルギー

発電設備の賃貸収入や公共施設等運営権の売却損益等を追加する等投資法人の計算

に関する事項について定める。（第 48 条、第 63 条、第 73 条、第 80 条） 

Ⅳ 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の改正 

投信法施行令改正に伴い、投資信託及び投資法人に係る有価証券届出書に、有価証

券及び不動産以外の特定資産について、当該特定資産の概況その他の投資判断に重要

な影響を及ぼす事項を分かりやすく記載することとするなど、所要の整備を行う。（第

４号様式、第４号の２様式、第４号の３様式、第４号の４様式、第６号様式） 

その他、所要の改正を行う。 


